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　今回の組合トピックスは、2021年2月13日～2月
21日に開催された諸富家具コレクションの様子をリ
ポートします！
　毎年恒例の諸富家具コレクションですが、今年は佐
賀駅からサガテレビまでの唐人町通りをメインとした、
スタンプラリー形式で楽しめるイベントとなりました。

4箇所すべての会場でスタンプを押すと、諸富家具オリジナルの木製コースターがもらえる、
なんとも太っ腹なイベントでした。ではさっそく各会場をのぞいてみましょう～！

☜START★会場1.佐賀駅構内
　ここ、本当に佐賀駅？
　と思ってしまうほど、洗練された空間が広がります。佐賀駅に展示されて
いるのはARIAKEブランドの新作で、家具に合わせてインテリアもコーディ
ネートされ、特別感を感じさせます。

会場2.SAGA MADO(コムボックス1F)☞ 
　㈲ミマツ工芸様のNENRIN時計をはじめとして、県産木材を使った小物など
を、展示販売しています。プレゼントにも、自分へのご褒美にも、ついつい目
移りしてしまいますね。

☜会場3.佐賀バルーンミュージアム
　家具と気球のコントラストが映えるバルーンミュージアム。いろんな場所で展示を
行うことで、お店とは違う家具の魅力を発見。

GOAL★会場4.JONAI SQUARE☞
　スタンプラリーもいよいよゴールです。㈲平田椅子製作所様
のかわいい椅子が大集合。座り心地がよくて、歩き疲れた足を
癒してくれます。

　
　ひとつひとつの会場で違ったコンセプトの展示が楽しめる、諸富家具コレクションでした。また来年
も楽しみです。ありがとうございました！

第11回諸富家具コレクション
～新しい生活スタイルの家具提案～

諸富家具へのお問合せはこちら
（諸富家具振興協同組合）佐賀県佐賀市諸富町為重529-5　TEL:0952-47-5097

≪組合トピックス≫

商店街を彩るタペストリー(唐人町商店街振興組合)今回の表紙

　唐人町商店街の街路灯には、表紙の写真のような様々なタペストリーが数多く掲げられていま
す。これは、佐賀県が行った「新たなまちづくりチャレンジ支援事業費補助金」を活用した事業で、
昨年の11月から行われています。
　タペストリーは月代わりで、11月は「佐賀県のアーティスト第1弾」、12月は「佐賀県のアーティ
スト第2弾」、1月は「日の丸」、2月は「唐人町商店街振興組合」、3月は「小学生のひなまつり」がテー
マになっています。
　4月以降も継続して行われるとのことですので、唐人町商店街を歩かれる際にはタペストリーに
も注目してみてはいかがでしょうか。



補 助 金 情 報

補助金　事業再構築補助金
　ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業
再構築を支援し、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。(経済産業省)
対　　象：�申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年

1月～3月)の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少している事業者。
要　　件：�以下を満たすこと
　　　　　�①事業再構築に取り組むこと。
　　　　　　→新分野展開や業務転換、事業・業種転換等を行う。
　　　　　②認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する。
　　　　　　→�事業再構築に係る事業計画を経営認定支援機関(※)と策定し、補助金額が3,000万円を

超える案件については金融機関も参加して策定を行う。策定する事業計画については、
補助事業終了後3～5年後で付加価値額の年率平均3.0％以上増加、又は従業員1人当た
り付加価値額の年率平均3.0％以上増加の達成を見込むこと。

　　　　　※経営認定支援機関については、
　　　　　　https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/　
　　　　　　もしくは、右のQRコードからご確認ください。
補助金額：�通常枠：補助額100万円～6,000万円　補助率2/3
　 　 　 卒業枠：��補助額6,000万円～１億円　補助額2/3
　　　　　�卒業枠とは、事業計画期間内に、「組織再編」、「新規設備投資、」「グローバ

ル展開」のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中
堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。(400社限定)

公募期間：�令和3年3月中に公募開始予定
　　　　　�なお、補助金の公募は1回ではなく、令和３年度にも4回程度実施される

予定となっています。
URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html�

その他補助事業の公募スケジュール

①ものづくり補助金　　　��通常枠・低感染リスク型ビジネス枠共通
　　　　　　　　　　　　申請受付期間：4月15日㈭～5月13日㈭

②持 続 化 補 助 金　　　��通常枠：公募中、6月4日㈮まで(当日消印有効)
　　　　　　　　　　　　低感染リスク型ビジネス枠：3月中公募予定

③IT導入補助金2021　　　通常枠・低感染リスク型ビジネス枠共通
　　　　　　　　　　　　交付申請：4月上旬頃受付開始予定
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　　給付　佐賀型中小企業者応援金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業に対し、未来に向かって前向き
に事業を継続できるよう交付されます。(佐賀県)

対象事業者：�佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。ただし、「佐賀県時
短要請協力金」の交付を受けた事業者は対象外となります。

対象要件：�以下のいずれも満たすこと。
　　　　　①�売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月において、前年同月(以下、比較

対象月という。)と比較して50％以上減少していること。
　　　　　②�比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元

年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。
　　　　　③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること。
金　　額：最大20万円（法人）、最大15万円（個人事業者）
申請期間：令和3年2月24日㈬～4月30日㈮
申請方法：郵送もしくはオンラインで申請
お問合せ先：佐賀型応援金相談センター
　　　　　　電話番号：0952-25-7009
　　　　　　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html

給付　一時支援金
　2021年1月に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う飲食店
の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50％以上減少した中小法人・個人事業者等
に対し、支給されます。（経済産業省）

対　　象：・�緊急事態宣言の発令地域（以下「宣言地域」という。）の飲食店と直接・間接の取引があ
る事業者

　　　　　・宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者
　　　　　　※要件を満たせば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
要　　件：�以下の点をすべて満たすこと。
　　　　　①�緊急事態宣言に伴う時短営業や外出自粛の影響で2021年の1月～3月のうち、任意の1ヶ

月の売上高が2019年または2020年の同月と比較して、50％以上減少していること。
　　　　　②�都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給していないこと。
金　　額：最大60万円（法人）、最大30万円（個人事業者）
申請受付期間：令和2年3月8日㈪～5月31日㈪
申請方法：オンラインで申請
備　　考：不正受給等を防止するため、一時支援金の申請を行う際は、中央会や商工会
　　　　　議所といった「登録確認機関」による事前確認を受ける必要があります。
URL：https://ichijishienkin.go.jp/�

　補助金や給付金等の情報は更新される可能性がありますので、中央会のHPまたは、佐賀県、経済産
業省のHPをご覧ください。
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組 合 の 年 度 末 決 算 事 務 手 順 一 覧
　３月が決算月で、４～５月に総会を開催する組合について、事務局が決算から総会にかけてどの
ような処理をすべきなのか、そのスケジュールを掲載しますのでご参考にしてください。

日　　　　程
手　続　事　項

年度末　（1）棚卸表作成（2）帳簿整理
　　　　（3）帳簿締切　（4）組合員名簿整理と出資総口数の確認

出資総口数及び払込出資総額変更登記

決算関係書類の作成　（1）事業報告書　（2）財産目録　（3）貸借対照表　（4）損益計算書
　　　　　　　　　　（5）剰余金処分案（損失処理案）（6）事業計画案　（7）収支予算案

組合から監事へ決算関係書類提出

監事から理事へ監査意見書の提出

理事会招集手続

理事会開催　（1）通常総会提出議案審議の件　（2）通常総会開催日時及び場所決定の件
　　　　　　（3）その他　※理事会の書面議決については5ページをご覧ください。

通常総会招集手続　※招集手続には、議案のほか理事会の承認を受けた「決算関係書類」
　　　　　　　　　　「事業報告書」「監査報告」を必ず添付してください。

決算関係書類事務所備付･････閲覧に供える

通常総会開催

理事会開催（招集手続省略）　（1）役付理事選任の件　（2）その他

（1）議事録作成　（2）剰余金処分（損失処理）振替　（3）持分計算
（4）脱退者に対する持分払戻し　（5）配当

代表理事変更登記　（役員改選があった場合）

行政庁への決算関係書類提出

行政庁への役員変更届出　（役員改選があった場合）　※役員改選期であっても、役員全員が再任の場合省略可能です。

定款変更認可申請　（定款変更があった場合）

納税申告及び納税　（1）法人税　（2）事業税　（3）県民税　（4）市町民税

定款変更認可書到達

変更登記（登記事項に変更があった場合）
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4／30 備　　考4／1
4／5

4／10
4／15

4／20
4／25

5／1
5／5

5／10
5／15

5／20
5／25

5／31

※監事の任意により短
縮可（あくまでも監事
の自発的意思による）

理事会開催日の
1週間前までに

通常総会開催の10日前
までに到着するように

通常総会開催の
2週間前までに

すみやかに

5/31までに

（決算日３月末日、理事会５月５日、通常総会５月25日の場合）※監事の監査期間の長さによって、スケジュールの前倒しが可能です。

決算書は、確実に行政庁へ
提出しましょう！

4週間以内に4週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

2週間以内に2週間以内に

監事の監査期間は、４週間あるいは、４週間を
下回らない、理事との合意により定めた日のい
ずれか遅い日（※）
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　多くの組合では、3月末に決算を迎え、理事会や総(代)会を開催することとなりますが、コ
ロナ禍の今、大勢が集まる会議の開催は困難となっています。しかし、組合の総(代)会は、
中小企業等協同組合法(以下、中協法)により法律上必ず設置しなければならない意思決定機
関とされており、総(代)会の開催を中止にすることはできません。
　そこで、コロナ禍における総(代)会の開催や役員の選出、理事会の開催の対応について全
国中央会が発出している「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた総会手続きFAQ」より
抜粋してご紹介します。

１　理事会の開催について（みなし理事会）
　総(代)会での提出議案の決議等、理事会を開催する必要性が出てくると思いますが、コロ
ナ禍のために役員が集まることを控えたい場合、定款の定めるところにより、「みなし理事会」
を実施することができます。
(定款規定例)　監査権限限定組合のケース
　理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ
き理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があっ
たものとみなす。
　この方法を採用する場合の流れは以下の通りとなります。
　①�理事の1人(通常は理事長)からすべての理事に向けて理事会の決議の目的である事項につ
いて提案を行う(提案書の発信)

　②�提案理事以外のすべての理事から理事会の決議の目的である事項についての同意を書面
で受け付ける(同意書の返信)

　③全員の同意が得られた時点で理事会決議があったとみなされる
　④理事会議事録を作成する(中協法施行規則第66条第4項記載事項)

〈留意事項〉
・��1人でも提案事項に対する異議の意思表示があった場合には、有効な理事会決議があったと
はみなされず、理事会を開催する必要があります。（必ず理事全員がすべての提案事項に対
して同意する必要があります。）
・��上記の定款規定例のように「電磁的記録により同意の意思表示」との定めがある組合は、
電子メール等の記録が残る媒体での同意表示も可能です。
・��多くの組合の監事は、監査範囲が会計監査に限定されていますが、業務監査権限が付与さ
れている監事がいる組合では、監事に決議の目的である事項の提案と同意を求める必要が
あります。(監事から異議が出た場合、みなし理事会は認められないためです。)

２　総(代)会の開催について
　定款で、書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を規定している組合
においては、これらを活用することで、当日会場に参集する本人出席者を少なくすることが
できます。
　本人出席者を最小限とした形での会議体として総(代)会を開催したいと考えた場合には、
招集通知で議案を示すとともに、決算関係書類及び事業報告書等を提供(法律で提供が義務付
けられています)し、さらに、書面での議決権行使や代理人による議決権行使のため、書面議
決書や委任状を同封して、返送してもらう必要があります。

総会等の対応について
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〈留意事項〉
○総(代)会開催場所への本人出席が必要と思われる方は次の通りです。

備　　　　　考

・議長 出席した方の中から選出してください。
議長は委任を受けることができません。

・組合役員 議案質問に対する説明責任があります。
議事録の作成を担当する理事も必要です。

・委任を受ける対象者 受任可能数や対象者の範囲については定款をご
覧ください。

・役員選出を行う場合、選挙行為を管理する者 投票の立会人や指名推選を想定する場合の選考
委員　２名以上

○�議事では、定足数を満たすことが必要です。総（代）会は、適法な招集手続を経たうえで、
出席した組合員（総代）（議長を除く）が議案ごとに定足数を満たさなければなりません。
これは、総（代）会の議決が有効になされるための前提条件となります。
○�代表理事への委任を考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、定款に記載されてい
る委任可能人数を超えた場合や代表理事が議長に選任された場合、議決権は無効になりま
すので、注意が必要です。

３　役員の選出を行う場合
　役員選出を伴う通常総（代）会を少人数の本人出席により開催する場合、役員選挙におい
ては、定足数に相当する定めはないため、本人出席者及び委任状出席者だけの選挙権の行使
によって成立させることも可能です。
　一方、組合員は中協法第11�条第２項により、書面による選挙権の行使（以下「書面投票」）
をすることができることとされ、書面投票者も総会の出席者に含まれます(同条第４項)。し
たがって、書面投票の方法は、中協法第35�条第８項で求められる無記名性が担保されている
よう投票方法を工夫すれば実施は可能となります。
　例えば、次のような方法であれば、書面投票済みの者の管理と無記名投票の担保の両立が
可能であり、書面投票の方法により役員の選出が可能となるものと考えます（選任制（中協
法第35�条第13�項）を採用する組合を除く）。
（事例�～書面により議決権とともに選挙権を行使する方法～）
　内封筒と外封筒の2種類の封筒を用意し、外封筒には組合員の氏名等を記入する欄を設け、
内封筒は無記名にするように徹底します。外封筒の中には、内封筒と「議決権行使書」を入れ、
内封筒には、役員選出のための「投票用紙」を入れて封をします。
　集計をする際は最初に、外封筒のみを開封し、議決権行使書を集計し、内封筒は開封せず、
他の内封筒と混ぜ合わせることで投票者を特定できなくなるようにします。これにより、無
記名投票を担保することが可能になると考えます。

<留意事項>
○�選任制を採用する組合では、総会出席者のうち３分の２の同意により他の投票方法（起立
や挙手など）が認められない場合、無記名投票を行うこととなりますので、書面による議
決権を行使する場合には、二重封筒など上記のような工夫が必要と考えます。
○�現在、中小企業庁ではバーチャルオンリー型の総会開催を可能とするために中小企業等協
同組合法の省令を改正することが検討されており、5月上旬の改正省令の公布・施行が予定
されています。
　�　なお、省令が改正された場合でも、バーチャルオンリー型の総会を開催するためには定
款変更が必要となります。

　中央会では、総会等の手続きやコロナ禍における総会への対応について様式を作成してい
ます。ご不明な点がございましたら、お気軽に中央会までご相談ください。
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ホロレンズ体験会 に行きました！

　2月26日(金)、佐賀市のマイクロソフト
AI＆イノベーションセンター佐賀におい
て、最先端コンテンツ開発成果発表会～
HoloLens体験会～が開催されました。
　HoloLens(ホロレンズ)は、マイクロソフ
ト社が開発した頭に装着する装置で、重さ
は約550グラムです。
　これを装着することでMR(現実の空間に
仮想現実を組み合わせる)体験ができます。
　今回、セミナーでは3つの成果事例が報告されましたが、そのうちの1つが諸富家具
の販売促進ツール「plusルーム」で、諸富家具×生活感というコンセプトのもと、製
作されたものです。
　最初に部屋の大きさや壁紙を指定し、仮想の部屋を作り、次に諸富家具の椅子やテー
ブルなど様々な家具を選択し、その家具を仮想の部屋に設置してみることができまし
た。指定、選択をする際は、ホロレンズを使用します。
　家具のサイズが部屋に合うのかといった、現実では実際に行動しないと分からない
こともホロレンズを活用することで簡単にイメージすることができるようになります。
この技術が進展していくことで、家具の買い方が大きく変わっていくのではないかと
感じました。
　諸富家具以外にも、キャラクターとかくれんぼで遊ぶことができるものや、目の前
に飛ばしたバルーンの操作を体験することができました。
　コロナ禍により、リモート勤務やリモート会議などITやデジタルに関する事柄が急
速に広まっています。今回体験したホロレンズは、遠隔地から現場の作業員に指示を
送るといった活用がされており、今後は業務の効率化やリモートでの業務への活用も
十分に考えられるため、要注目です。

※�ホロレンズを付けている人にしか
見えていませんが、仮想の部屋に
家具を設置するとどうなるのかを
見ています。

この部屋にこの家具は

ピッタリ合いそう♪
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IT活用のヒ
ント

   がたくさ
ん!!

　令和３年２月２５日（木）にグランデはがくれにて「第４回　生産性向上のため
のITフェア SAGA IT FAIR」が開催されました。今年は本会も主催として携わっ
ており、「佐賀県商工会議所連合会」、「佐賀県商工会連合会」、「佐賀県中小企業団体
中央会」、「佐賀県産業スマート化センター」の４つの機関で共同開催致しました。
　SAGA IT FAIRは、IT関連の機器やサービスに関する展示会で、佐賀県内の事業
所の皆様に最新技術を活用して生産性を向上していただくことを目的に開催して
おり、今年で４年目を迎えます。
　コロナ禍ということもあり、開催が危ぶまれましたが、QRコードによる入場管
理を行う他、㈱イーバイピー様よりお借りした「PaonSafe」という静脈認証と検
温を同時に行うことのできる機器で検温を行い、各ブースに消毒液と除菌シート
を設置するといった万全の感染防止対策の下、無事に開催することができました。
　当日は、「AI」、「IoT」、「導入支援」、「勤怠管理」、「クラウドサービス」、「テレワー
ク」、「情報セキュリティ」、「感染リスク対策」、「災害リスク対策」、「その他」のジャ
ンルで２９社に出展頂き、３００名を超える方々にご来場を頂きました。
　また、「佐賀市」、「佐賀市地域雇用創造協議会」との共催で、「佐賀から始める、
最先端 IT経営導入セミナー」を同時開催し、４４名のご参加を頂いた他、出展企業
者による２０分程度のミニセミナーへは９０名のご参加を頂き盛会裏に終了致しまし
た。
　今後、IT機器による生産性向上、業務効率化をご検討の方は、「佐賀県産業スマー
ト化センター」にご相談されてください。無料で相談に乗っていただくことがで
きます。

ＱＲコードでの受付のイメージ（イーベ！） 「PaonSafe」での検温の様子
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2020さがものづくり成果事例集を作成しました！

　平成27～30年度補正予算事業として実施した各年度の「ものづくり補助金」を活用し、多大な
成果を上げた事業者様の取り組みを事例集に取りまとめました（12社）。本取組みは、その成果を
公表することで事業化を後押しし、また、多くの事業者の方々の参考に供することを目的として
おります。
　なお、今回は冊子での作成ではなく、Web上に掲載しておりますので
是非ご覧ください。
　【URL】https://saga-rian.com/feature/mono2020/

2020さがものづくり成果事例集を作成しました！

平成２７～３０年度補正予算事業として実施した各年度の「ものづくり補助金」を活用し、多大な成果を上げた
事業者様の取り組みを事例集に取りまとめました（１２社）。本取組みは、その成果を公表することで事業化を後
押しし、また、多くの事業者の方々の参考に供することを目的としております。

なお、今回は冊子での作成ではなく、Web上に掲載しておりますので是非ご覧ください。

【URL】https://saga‐rian.com/feature/mono2020/

《掲載事業所一覧（１２社）》
・東亜工機㈱ ‐H27補
・㈲マルハ園芸‐ 〃
・大串製菓店 ‐ 〃
・福岡ダイス㈱‐H28補
・吉田刃物㈱ ‐ 〃
・㈱鶴丸鉄工所‐ 〃
・東宝丸 ‐H29補
・溝田農材㈱ ‐ 〃
・㈱東馬 ‐ 〃
・㈲テクノ ‐H30補
・日興食品㈱ ‐ 〃
・㈱塚本鐵筋 ‐ 〃

コチラからご覧になれます。

コチラからご覧になれます。

　新型コロナウイルス感染症拡大により、実際に大人数が集まって会議を開催することが
困難な状況となりました。その中で、ZOOMに代表されるように、インターネットを利用
し、オンライン上で会議を開催するリモート会議が広がっています。
　しかし、リモート会議に興味があっても何が必要なのか、何をしなければならないのか
わからない、また、リモート会議以外にもインターネットに関する様々な疑問をお持ちの
方もいらっしゃると思います。
　そこで、中央会はリモート会議に興味をお持ちの方や、リモート会議への参加でお困り
の方に対して、支援を行っています。リモート会議については、ぜひ中央会にご相談くだ
さい。（担当：労働部�山口）

　令和２年12月28日、行政手続の押印手続の見直しに伴う改正中小企業等協同組合法・中
小企業団体の組織に関する法律施行規則が公布・施行され、決算関係書類提出書等の様式
への押印が不要となりました。詳細は中央会までお問い合わせください。

中央会からのお知らせ

行政手続の押印手続の見直しについて
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総務省及び経済産業省により、「令和３年経済センサスー活動調査」が実施されます。
調査の概要は次のとおりです。

〇調査の期日　　令和３年６月１日現在
○調査の対象　　全国すべての事業所・企業
○主な調査事項　　�名称、電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容、事業

別売上金額等
○調査結果の利用　　�国及び地方公共団体における行政施策の立案、民間企業における経営計

画の策定、ＧＤＰ統計作成など、社会経済の発展を支える基礎資料とし
て広く活用されています。

○法 的 根 拠　　「統計法」に基づく基幹統計調査　　

　調査へのご理解とご回答をお願いします。

・この調査では、インターネットでの回答を推奨しています。
・この調査に従事する統計調査員は、「調査員証」や「従事者用腕章」を
　身に着けておりますので御確認ください。
・御回答いただいた調査内容は、統計作成の目的以外に使われることはあ
　りません。�
・調査の詳細は、総務省統計局のホームページをご覧ください。
https://www.stat.go.jp/data/e-census/guide/index.html

令和３年3月分（４月納付分）より保険料率が変更されます。

【対象者】
　協会けんぽ佐賀支部に加入されている被保険者の方（水色の健康保険証をお持ちの方）
【変更内容】
・健康保険料率（佐賀支部）　　　 10．73％　→　10．68％
・介護保険料率（全国一律）　　　　1．79％　→　　1．80％
�（40歳～64歳の方は、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。）
�【変更時期】
　令和３年３月分（４月納付分から）
※任意継続被保険者の方は、令和3年4月分（4月納付分）
　協会けんぽ佐賀支部の一人当たり医療費・保険料率は全国一高くなっています
　（令和３年度で11年連続）。
　毎年の健診受診等を通した健康経営の取り組み、ジェネリック医薬品の使用促進にご協力
ください。

【お問い合わせ先】�全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部　企画総務グループ
　　　　　　　　 TEL：0952-27-0612

全国健康保険協会（協会けんぽ佐賀支部）からのお知らせです

統計調査が実施されます（令和３年経済センサスー活動調査）
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公益財団法人
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　 =良い（DI>30%）、　 =やや良い（30%≧DI>10%)、　 =変わらない（10%≧DI>−10%)
　 =やや悪い（−10%≧DI>−30%)、　 =悪い(DI≦−30%)

景況NEWS
令和３年１～２月分

　中央会では、県内３６業界より情報連絡員を委嘱し、毎月その業界の景況等についてご報告を頂
いております。
　ご報告頂いた令和３年１～２月分の景況は下記の傾向を示しています。
　なお、全国中央会が取りまとめている全国の調査結果をご希望の方は本会までご連絡下さい。
全国中央会ホームページ（https://www.chuokai.or.jp/keizai.aspx）からもご覧いただけます。

１月、２月の傾向

佐賀県内中小企業36業界の景況

　今期（1-2月期）の景況調査結果について＜前月比＞DI（全業種）でみると、主要指標「売上高」は、1月調査期では
マイナス69.7、2月調査期ではマイナス6.1となった。同じく主要指標である「収益状況」に関してみると1月はマイナス
54.5、2月はマイナス27.2とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」を見てみると、1月調査時点ではマイナス
63.6、2月調査時点でもマイナス27.3とマイナス域での推移が続いている。
　一方＜前年同月比＞DI（全業種）をみると「売上高」については、1月調査時点ではマイナス69.7、2月調査時点ではマ
イナス63.6となり、17ヶ月連続で大幅な減少傾向が続いている。「収益状況」についてみると、1月調査時点ではマイナス
63.6、2月調査時点でもマイナス63.6とマイナス域での推移が続いている。「業界の景況」についても1月調査時点ではマ
イナス60.6、2月調査時点でもマイナス60.6となり、マイナス域での推移が続いている。（グラフ参照）

前　　月　　比 前 年 同 月 比

→ → → DI 評価 → → → DI 評価
売上高

[DI]=[増加]−[減少]
3.0% 24.3% 72.7% −69.7% 3.0% 24.3% 72.7% −69.7%
24.2% 45.5% 30.3% −6.1% 9.1% 18.2% 72.7% −63.6%

在庫数量
[DI]=[減少]−[増加]

9.1% 50.0% 40.9% 31.8% 9.1% 40.9% 50.0% 40.9%
17.4% 60.9% 21.7% 4.3% 13.0% 52.2% 34.8% 21.8%

販売価格
[DI]=[上昇]−[低下]

6.1% 81.8% 12.1% −6.0% 9.1% 72.7% 18.2% −9.1%
6.1% 87.8% 6.1% 0.0% 12.1% 72.7% 15.2% −3.1%

取引条件
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 87.9% 12.1% −12.1% 0.0% 81.8% 18.2% −18.2%
3.1% 84.4% 12.5% −9.4% 0.0% 72.7% 27.3% −27.3%

収益状況
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 45.5% 54.5% −54.5% 0.0% 36.4% 63.6% −63.6%
6.1% 60.6% 33.3% −27.2% 0.0% 36.4% 63.6% −63.6%

資金繰り
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 63.6% 36.4% −36.4% 0.0% 57.6% 42.4% −42.4%
3.0% 78.8% 18.2% −15.2% 0.0% 60.6% 39.4% −39.4%

設備操業度
[DI]=[上昇]−[低下]

0.0% 71.4% 28.6% −28.6% 7.1% 57.2% 35.7% −28.6%
14.3% 71.4% 14.3% 0.0% 7.1% 57.2% 35.7% −28.6%

雇用人員
[DI]=[増加]−[減少]

0.0% 93.9% 6.1% −6.1% 3.0% 78.8% 18.2% −15.2%
0.0% 97.0% 3.0% −3.0% 0.0% 81.8% 18.2% −18.2%

業界の景況
[DI]=[好転]−[悪化]

0.0% 36.4% 63.6% −63.6% 0.0% 39.4% 60.6% −60.6%
3.0% 66.7% 30.3% −27.3% 0.0% 39.4% 60.6% −60.6%

●DI［景気動向指数］値（全業種）� 上段が1月分、下段が2月分

（調査票取りまとめ：令和３年３月15日　情報連絡員総数36名：１月回答数35名：回答率97．2％、２月回答数34名、回答率94．4％）
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■��佐賀県菓子工業組合　理事長　中原正博　氏
　���　通常では、年初め期間は、土産品や観光地、関連施設等で大き
な需要があるが、今回は自粛等で、需要は少なく低水準の状況で
あった。家庭内で消費する菓子は、比較的安定しているので、今
月も商品や販売形態、販売地域によって需要が分かれた。コロナ
禍で生活様式が変化しているが、多種多様な業界なので堅調な事
業所もある。全体的には厳しい環境が続いているので、ECサイ
トの活用など販売形態等の新たな取り組みの模索も続いている状
況だ。（1月）
　�　今月も商品の売れ方傾向は変わらないが、先月よりは若干、菓
子の需要は回復傾向になった。
　�　2月の大きなイベントのバレンタインも事業者によって温度差
があるが、これを扱う商品により需要が分かれている。コロナ禍
での新しい生活様式の行動変化、消費傾向により、家庭内で消費
する菓子は比較的安定し、土産品等の商品関係は販売場所、地域
や関連施設によっても温度差があり、まだ需要は弱い。
　�　現状の流れが続いているので、販売形態や商品形態により事業
所の温度差があり、商品の需要が業界内でもある程度分かれてい
る。現状、全体的に厳しい環境は続いている。(2月)

■佐賀県酒造協同組合　事務局長　大坪浩明　氏
　��　��今月も、コロナ感染拡大防止のため、組合事業としては何�もで
　きなかったので、佐賀県流通公社の支援を受け、ネット予約販売
　事業を開始しました。
　�　遠方より佐賀の酒をお求めの方に、佐賀県産酒の中から今の季
節にお勧めの酒とおつまみのセット・佐賀県原産地呼称管理制度
認定酒・佐賀県産米を使用した地酒等のネット予約販売を行って
います。
　�　ソーシャルディスタンスが叫ばれる中、今は現地へ出向いての
事業は控え、ネットによる安心安全な商品とサービスの提供に努
めていきたいと思っています。（１月）
　�　2月に入りコロナ禍でも、新酒は出来上がっています。しかし、
組合として需要開発事業が何も出来ない中、ネットによる販売し
か有効な事業がないまま現在に至っている状況です。佐賀県内の
日本酒の売上率は、1月で前月対比が約70%となっています。通
常は約97%の対比となっていましたので、このままコロナ感染拡
大が終息しなければ更なる日本酒業界の低迷は避けられないと思
われます。

　�　3/1付けで6府県の緊急事態宣言が解除されましたが、早く夜
の街に再び賑わいが戻ってくることを願うばかりです。(2月)

■佐賀県蒲鉾協同組合　事務局　原田耕佑　氏
　�　政府の緊急事態宣言もあり、イベント等の中止などの影響で小
売の企業については売上が減少。スーパー、ディスカウント店な
どへ販売している企業もスーパーなどの特売の時は、製造数も増
加するのだが、それ以外の時は、製造の数を抑えている。（１月）

　�イベント等の中止、会食などの時短もあり、前月同様、製造数の
減少が続いており、大手スーパーなどへ販売している企業も特売
以外は製造数の減少が増えてきている。4月から材料の値上げも
あり、中々厳しい現状。(2月)

■佐賀県製粉製麺事業協同組合　理事　井上義博　氏
　�　小麦粉の価格が25キログラム当たり55円、内麦は一部25キロ
グラム当たり30円の値下げあり。(1月)

■嬉野茶商工業協同組合　理事長　中山明則　氏
　�　1月は例年売り上げが低迷する月ですが、本年はコロナの影響
で嬉野の小売店はかなり厳しい状態です。

　�　さらに、年明けから始まる各県の見本市は中止となり、お店の
動きも鈍くなりどうなるか分かりません。

　　新茶までにはコロナが終息して物が動くことを願います。
　　また、ハサップ対応の要望が少しずつ増加しています。（１月）
　�　今月も先月と変化せず、厳しい状態です。助成金などで在庫は
少なくなっていますが、販売先の売上が伸びず、先行きが分かり
ません。

　�　来月の末には新茶が始まりますが、どうなるのか予測ができな
い状態です。(2月)

■諸富家具振興協同組合　副理事長　平田尚二　氏
　��　年明け早々のコロナ感染者の急増により、再度発令された緊急
事態宣言下で、1月13日・14日に開催された大川家具産地での家
具見本市は、例年の4割程度の来場者となり波乱の幕開けとなる。
徐々に感染者は減りつつも、今後の見通しはまだまだ厳しい状況
である。

　�　さらに家具資材においても、インドネシア合板の原木不足によ
る値上がりや納期遅延といった供給面での打撃を受けつつあり、
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製造メーカーにおいては3、4月の繁忙期を目前にして手痛い状況
に置かれている。
　�　また、家具製品及び部材の輸入を主力とする業者にとっては、
コンテナ不足による輸入船運賃の高騰でコストアップし、春需要
を目前に販売リスクとなっている。（１月）
　�　本来であれば、年度末に向けての需要期に入るところではある
が、緊急事態宣言下での経済活動を余儀なくされ、厳しい受注状
況とともに、思うような営業活動ができていないのが現状である。
新たな宣伝活動に向けてのバーチャルショールームやバーチャル
展示会などの取組みに期待がかかる。
　�　3、4月の繁忙期を迎え、通常の受注に期待を寄せるような状
況である。昨年の今頃は、街に人がいなくなるほどの状況であっ
たが、今では感染対策を施しながらの経済活動で、昨年以上の人
の動きは感じられることから受注の回復は見られるものと思われ
る。(2月)

■佐賀県紙業振興協同組合　事務局　松尾雄一郎　氏
　�　季節的要因に加え、緊急事態宣言の影響もあり、売上、利益と
も悪化している。（１月）
　�　人の動きが戻らないと、売上の回復は難しいと思われます。
　(2月)

■�佐賀県印刷工業組合　理事長　真崎俊夫　氏
�　�　コロナ感染拡大に伴い経済の動きも悪くなり、その影響は1月後半
に受けることとなった。年度末、春先のイベントや人を集める催事が
中止や延期になり、商業印刷物のチラシやDM、リーフレットの受注
の落ち込みが目立つ。
　�　雇用調整助成金を活用している組合員企業も多く、3月以降の経営
予測に不安を抱える。
　�　3月以降も雇用調整助成金の延長もしくは雇用を守るためのそれに
代わる助成金を要望する。（１月）
　�　2月は、年度末に向かい受注の動きが出てきた。しかし、イベント
を伴う広報物や集客を目的とするチラシ等は低調のまま推移してい
る。コロナワクチン接種に関する印刷物や経済対策に関する商品券の
印刷等の特需など一部にはプラス要因も出てきたが、まだまだ先行き
は厳しい状況が続きそうだ。(2月)

■佐賀県陶磁器工業協同組合　総務課長　梅﨑泰志　氏
　���　緊急事態宣言の影響もあり、ホテル・旅館、外食産業等の動き
があまりなく、業務用食器の注文キャンセルが発生している。
　�　その一方で、中国輸出商品やふるさと納税の商品の動きは衰え
ていない。
　�　また、オンライン(EC)で対策を始めるところも出てきており、
業界にどのように影響してくるのか注目したい。
　（１月）
　�　業務用食器市場は相変わらず低迷が続いており、今後もすぐに
は回復しないと予想している。海外市場(主に中国)やネット販売
の動きは良いようで、ふるさと納税返礼品を含めて、それらの市
場に対しての商品開発を進めていきたいという話が多く聞こえる。
　伝統的工芸品購入に対しての助成制度の設定(消費税軽減等)
　(2月)

■肥前陶土工業協同組合　事務局長　一ノ瀬秀治　氏
　���　１月の陶土共同販売高は、対前年同月比87.9％、対前月比
94.6％での推移となった。昨年４月の緊急事態宣言時に比べる
と制限も緩やかで夜間の時短営業はあるものの、昼間にまだ動け
ていることが急激な悪化に至らずに済んでいるように感じられま
す。しかしながら大事には至っていないものの体力は削られ続け
ているので厳しい状況に大差はなく、新型コロナの収束が待たれ
る。（１月）
　�　2月の陶土共同販売高は、対前年同月比96.4％、対前月比
111.4％で推移。
　�　前月に比べ、日数の割には思いのほか動いた印象。しかしなが
ら、前年同月に比べ組合員の8割以上が減少傾向にあり、手放し
では喜べないが1都3県の緊急事態宣言が解除されていない現状で
は、動きがあるほうかもしれない。早期に新型コロナが収束し元
の経済活動が出来るようになることを期待している。(2月)

■佐賀大和工業団地協同組合　事務局長　中村耕三　氏
　�　全体的には、売上や収益の面で、前月比・前年同月比とも悪化
の傾向が強く厳しい。
　�　当団地の共同受電(19社中、17社が利用)の電力使用量合計実
績(前年同月比)からみると、11月88%で12月は106％となり、1
月も101％と、ほぼ前年並みで推移した。しかし、当団地の主要
事業者である鉄鋼加工、機械部品製造業では、9社中5社が、70
～80％台であり、工場の稼働状況が、まだ戻っていない状況であ
る。（１月）
　�　当団地は、金属加工、機械部品製造の業種が主である。「売上」
面で、全体的には「不変」と「減少」であるが、前月比「増加」、
前値同月比「不変」の割合も、従前と比較し高まってきた。
　�　当団地の共同受電の電力使用量合計が、2月は前年同月比97％
で推移した。(2月)

■協同組合戸上会　専務理事　牟田秀敏　氏
　�　売上高は、前月比、前年同月比ともに減少している。(1月)
　　売上高は、前月比、前年同月比ともに減少している。(2月)

■肥前陶磁器商工協同組合　専務理事　藤　雅友　氏
　�　前月比、63.71％、前年比66.84％。
　�　新型コロナウイルス感染拡大を受けた政府の11都府県の緊急事
態宣言の発令や、Go�Toトラベルの全国一時停止が2月7日まで
継続したことなどから飲食、旅行、宿泊を中心に個人消費の急減
と業務用食器の落ち込みやキャンセル等が見られ、厳しい数字と
なった。（１月）

　　前月比、120.38％、前年比、81.36％。
　�　2月は全体的に見た場合、対前年比2割落ちと厳しい数字には変
わりはないが、個々で見た場合には、ブライダル関係や高級旅館
など業務用の取引で数字を牽引されたところも見られた。後は、
定番商品の数字増に加え、海外向け商品、ネット関連商品やふる
さと納税返礼商品などにも良い動きは見られたが、まだ十分な需
要にまでは至っていない。(2月)

■佐賀青果食品協同組合　理事長　眞﨑喜隆　氏�
　��　新年を迎えて、気持ちも新たにしてのスタートになりました。
　�　しかしながら、新年早々の寒波・大雪の影響で流通がストップ
し、特に北海道産などが高騰し今までにない超高値になってし
まった。根菜類も品物が入らず品薄になったため高値である。

　�　1月の連休明けからは、少しずつ落ち着いてきました。しかし
全国的にコロナが蔓延してきて、県内においても時短要請が出さ
れ、飲食店の営業が制限され、私たちの納入業者も商品が出なく
なり厳しい状態になってきた。今までになく厳しくなるのではと
懸念される。

　�　下旬になって、野菜等は激安になってきたが根物は依然高値で
ある。果物は、イチゴが安定価格になってきたがミカンなどは高
値である。

　�　このコロナ禍の中で飲食店の営業時間の制限もあり、私たち納
入業者も大変厳しい状況ではありますが、ここはみんなに力を
合わせてコロナと戦い、少しでも早くこの難局を乗り越えたいと
思っています。（１月）

　�　2月初めはコロナ禍で緊急事態宣言が出されている中、全体的
にすべてが自粛ムードであった。佐賀県は8日に飲食店への時短
要請が解除されたものの自粛ムードは続き、厳しい状態は続いて
います。

�　�　今月の入荷状況は、前年度と比べたら少し減っているものの、
価格的には前年と同じくらいで推移している。コロナも少しずつ
良い方向に向かってきているようでしたがカラオケでクラスター
が出て、また飲食業の方々の経営も厳しくなり、私たち納入業者
もまた厳しくなっている。

　�　この厳しい中、ハサップ(衛生管理)問題について、6月から義
務化されるが、手探りの状態での対応となっているのが現状であ
る。この件については、3月に組合員さんに詳しく伝えていくと
報告した。(2月)

■協同組合ショッパーズかんざき　理事　坂田重利　氏
　�　緊急事態宣言で行動が制限され、鉢盛(寿司、刺身、オードブル)
が大幅に減少。

　�　新年会、他イベントも中止で刺身物大幅減少。売上、収益も大
幅に悪化。(1月)

　�　コロナ禍の影響で売上が大幅に落ち込んだ。入荷量も時化が続
き減少。養殖物に関しては飲食業が不振の為、低迷の傾向。来月
に入るとあさりが旬に入るため、動きに期待。(2月)

■佐賀県石油商業組合　専務理事　光武　繁　氏
　�　OPEC(石油輸出国機構)及びロシア等が協調減産強化に合意し、
原油価格が上昇。

　�　福岡県等に「緊急事態宣言」(第2弾)が発令され、車の動きも減
少し、ガソリンの販売数量が前年比2割前後大幅減少。

　�　その反面、寒波襲来による大雪警報が発令されたりしたことで、
灯油の販売が伸びた。（１月）

　�　新型コロナ感染拡大防止による福岡県等の緊急事態宣言で車の
移動が少なかったため、ガソリン販売数量が大幅減少。

　�　更に、産油国の協調減産等による原油価格上昇で、値上げが追
いつかずに減益になっている。(2月)

■佐賀県食肉事業協同組合　事務局長　吉田さおり　氏
　�　1月18日に発令された佐賀県の「非常警戒措置」の影響は徐々
に出始めており、長引けば飲食店はもちろんだが、そこに納入し
ている食肉をはじめとする納入業者の経営を圧迫する状況になる
と危惧するところである。打開策もなく、ただ状況を静観するし
かない現状に憤りを感じるが、為す術ない。（１月）

■唐人町商店街振興組合　事務局　宮﨑知幸　氏
　�　当組合の飲食店は1月22日より休業している店が8割ほど、残
り2割は時間短縮にて営業。他の組合店も人通りが少なく、売上
減になっている。（１月）
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■鳥栖本通筋商店街振興組合　理事長　緒方俊之　氏
　��　毎年1月9日～11日に開催している十日えびす祭は天候不良(大
雪)のため、中止した。
　　飲食店への時短要請のため、店休している店も多い。（１月）
　�　飲食店への時短要請は解除されたが、昨年に比べれば客足は少
ない。(人通りは少なくない)
　�　飲食店以外の小売業も厳しい状況だが、それぞれが新しいとこ
ろに営業をかけたりと努力している。(2月)

■伊万里駅通商店街振興組合　理事　本岡一蔵　氏
　��　1月は営業日数も少なく、また、今年は雪のせいで売上はあま
り増加もなく、前年並みです。（１月）
　�　年度末も近づき、官庁関係の見積り合わせも増えていますが、
入札するのがなかなか難しいです。(2月)

■佐賀県自動車整備商工組合　専務理事　保利昌宏　氏
　�　当会の上部団体である日整連は、令和2年6月末時点での「令和
2年度自動車特定整備業の実態調査」の集計結果の概要を公表した。
　�1.�　総整備売上高：令和2年度調査における総整備売上高は5兆
6,561億円となり、前年度比345億円(0.6%)の微増ではあるも
のの、4年連続の増加となった。直近6年間の総整備売上高の推
移をみると、平成27、28年度は減少したが、令和2年度は4年
連続の増加となった。

　�2.�　事業場数：調査時点における事業場数は91,533事業場で、
前年度比72事業場(0.08%)減と5年連続減。

　3.�　整備関係従業員数：整備関係従業員数は539,086人で、前年
度比2,593人(0.5%)増。

　4.�　整備要員数及び整備士数：整備要員数は399,218人で、前年
度比83人(0.02%)増。整備士数は339.593人で、前年度比2,696
人(0.8%)増となり、整備要員数に対する整備士数の割合(整備
士保有率)は85.1％で0.7ポイント増加。

　5.�　整備要員1人当り年間整備売上高：整備要員1人当り売上高は
14,284千円で、前年度比0.8％増。

　6.�　整備要員平均年齢：整備要員平均年齢は45.7歳で、前年度比
0.2歳上昇。

　7.�　整備要員1人当り年間平均給与：整備要員1人当り年間平均給
与は3,963千円となり、前年度比1.0％増。（１月）

　　�　当会の上部団体である日整連は、令和3年1月時点の「整備需
要等の動向調査」の集計結果を公表した。

　1.�　今期(令和2年7月～12月)の総整備売上高DI、総入庫台数DI
はいずれも改善、最悪期を脱したか。

　2.�　来期(令和3年1月~6月)の業績予想では、総整備売上高DI、
総入庫台数DIはいずれも改善か。

　3.�　整備業界全体の景況感DIは、1年前調査の水準近くまで回復。
　　　(2月)

■佐賀県クリーニング生活衛生同業組合　理事長　坂本豊美　氏
　��　季節柄、暇なのですが、最近は特別です。
　�　資金繰りもきついですので、融資の借換やらを組合員さんもし
ています。（１月）
　�　当クリーニング業界では季節時、暇な時期でありますが、コロ
ナ流行にて20～30％の落ち込みが目立ちます。(2月)

■佐賀県美容業生活衛生同業組合　事務局長　石丸忠良　氏
　�　今月の売上は、新型コロナウイルス感染症増加による成人式や
新年会等の季節的行事の大幅縮小という要因が加わり、前年比で
は大きく下回ったものの、各美容店の感染予防対策が浸透し、常
連客の予約が回復傾向にあり前月比では増加した。しかしながら、
佐賀県も新型コロナウイルス感染者が1月に急増し、県独自の緊
急事態が発出されたこともあり、1月中旬ごろから、全体的に客
足が鈍った美容店が多く見られた。このため、新型コロナウイル
ス感染症に対する予防対策実施の更なる徹底とそれをメインに出
した店舗経営を行うよう、前月に引き続き、各支部長を通して組
合員に指導を強化した。
　�　新型コロナによる資金繰り悪化のための金融相談はなかった
が、高齢化による経営悪化を要因とした廃業脱退が1件あった。
　（１月）
　�　今月は、営業稼働日数が少なかったことや県内の新型コロナの
発生が2月も多かったこともあり、中高年の客足が減少し売上は
前月比、前年比とも減少した。しかし、各美容店の感染予防対策
は緩むことなく実行されており、常連客の予約は、前月同様回復
傾向にあるとの回答が多くなってきた。しかしながら、現時点で
は新型コロナウイルス感染症の先行きが不透明なこともあり、前
月同様、予防対策実施の更なる徹底とそれをメインに出した店舗
経営を行うよう、各支部長を通して指導を強化した。
　�　新型コロナによる営業悪化を理由とした組合脱退が1件発生し
た。また、資金繰り悪化のための運転資金や、設備更新等の設備
資金の金融相談はなかった。(2月)

■唐津市旅館協同組合　理事長　松下隆義　氏
���　�　1月はGo�Toトラベル停止とコロナ禍で休業している施設も多
く、営業の段階ではありません。コロナの終息を早く願っていま
す。（１月）

　�　コロナでキャンセルが相次ぎ、前年売上の10％程度です。休業
の店舗が多数出ています。(2月)

■佐賀県ソフトウェア協同組合　理事　(事務局担当)　森木　武　氏
　���　コロナ禍の12月頃からの第3波到来によって、営業活動への制
約が起きている。TV会議では対応ができない場面もある。また、
来期及びそれ以降の受注活動への影響も出てきている。

　�　地場のIT企業各社においては、まだ自粛設定も続いているが、
withコロナでの事業対応は基本的に必要なものとなってきてい
る。（１月）

　�　首都圏等における再度の緊急事態宣言発令に伴い、対面活動や
会合スタイルの商談が制限されているため、営業活動はまだ平時
の通常活動には戻っておらず、商談の停滞が発生している。

　�　採用活動も2月下旬より2022年卒の活動が始まっているが、学
生の獲得や面談等の機会が極小となる状況での求人は厳しいもの
となる。(2月)

■�佐賀県建設工業協同組合　常務理事　川副健治　氏
　�　令和３年１月の公共事業は、件数では前年同月比で14.1％の減、
前月比で26.5％の減、請負額では前年同月比22.5％の減、前月
比46.9％の減となっている。

　�　令和２年12月の住宅着工は、戸数では前年同月比は5.5％の増、
前月比で18.0％の増、請負額では前年同月比は56.6％減、前月
比で45.3％の増となっている。（１月）

　�　令和3年2月の公共事業は、件数では前年同月比で25.0％の減、
前月比で14.0％の減。請負額では前年同月比24.9％の増、前月
比5.1％の増となっている。

　�　令和3年1月の住宅着工は、戸数では前年同月比は、21.9％の増、
前月比で5.0％の減、請負額では前年同月比は19.0％減、前月比
で10.7％の増となっている。(2月)

■協同組合佐賀県鉄構工業会　事務局長　大坪一徳　氏
　�　手持工事量が1ヶ月~6ヶ月、工場稼働率が80～100％と先月
と変わりないが、新規の見積もりが少ないのが懸念される。

　�　現況、仕事量の減少の中、鋼材価格の上昇が継続しており、厳
しい経営環境となっている。

　�　コロナ禍により予定されていた物件が延期または中止になるな
ど物件数が減少している。今後発注される案件もコロナ禍の影響
が出そうだ。（１月）

　�　手持ち工事量(0.5ヶ月~0.6ヶ月)、工場稼働率（60％～100％）
と先月より下降している。物件の延期や中止が鉄骨需要を押し下
げる要因となっている。

　�　中小物件の新規見積や引き合いが少なく、先の見通しが立たな
い状態が継続しており、厳しい環境である。

　�　需要が少ない中、昨年後半以降の鋼材の段階的な値上がりによ
り、コストが増加し利益を圧迫している。値上がり分を受注価格
に転嫁することが重要である。(2月)

■佐賀県電気工事業工業組合　事務局長　山口光浩　氏
　�　現状、業界だけを見れば大きな実害は出ていないように感じる
が、新型コロナの影響で、次年度以降は厳しい状況が予測される。

　　引き続き、行政庁等の柔軟な対応及び支援が望まれる。（１月）

■佐賀東部管工事協同組合　事務局長　大串哲也　氏
　�　受注工事の年度末完了に向けて進むのみ。組合員関連従業員の
コロナ感染情報なし。（１月）

　�　年度内工事の完成に向けて進んでいる。例年、年度内の公共工
事発注は終わっている。2月、3月期の新規受注はほとんどない。
(2月)

■佐賀県貨物自動車事業協同組合　専務理事　大江孝文　氏
　��　例年1月は、荷動きが鈍化する傾向ではあるが、特に当月は緊
急事態宣言が発出され、全体的に落ち込みが激しく、新型コロナ
の影響が顕著に出てきていると思われた。

　�　建設関連等の荷を運ぶ車種はそれなりの動きはあるものの復路
の帰り荷が少ない状況である。

　�　燃料価格は、対前年同月比では10円以上/ℓ安いものの徐々に
上昇してきており、稼働率の低下と相まって収益面で厳しくなっ
てきている。（１月）

　�　長距離、地場ともに荷動きは低調であり、運賃も上がるどころ
か低下傾向にある。��

　�　当組合で取り扱っている荷物についても、建築製材品・造船関
係機材などの荷物も落ち込んでいる。

　�　燃料価格は、前年同月比ではまだ若干下がっているが、前月比
では４円以上、上昇してきており、収益面で厳しくなってきてい
る。(2月)

※文中の（オレンジ色）の箇所は、中央会・行政庁への要望事項です。
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ＢＣＰ策定研修会を開催しました！
　一般社団法人鹿島青年会議所様を対象にＢＣＰ策定研修会を開催しました。
　緊急速報の知らせで携帯からのアラート音を耳にする機会も増えており、ドキッとした経
験があるのではないでしょうか。九州北部豪雨や熊本地震、コロナウイルス等様々な災害が
事業の継続を脅かしています。
　そのような時に適切な判断・行動をとり、事業を継続させるためにBCPを策定しませんか？
佐賀県中小企業団体中央会では、皆様のBCP策定を支援しています。組合単位での支援や企
業単位での個別支援のどちらも対応が可能です。
　ご興味のある方は、お気軽に当会までお声掛けください。

作者：はこふぐ

佐賀県内の焼物を擬人化した
キャラの日常を描いた
4コママンガです。TG学園

①③

②④
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組合活性化情報誌 　Link リンク　NO.244
令和３年3月30日発行

佐賀県中小企業団体中央会
〒840−0826　佐賀市白山2丁目1番12号

佐賀商工ビル6階
TEL.0952−23−4598���FAX.0952−29−6580

URL�http://www.aile.or.jp　E−mail�staff@aile.or.jp

　　
これからの行事・イベント

◎第118回�有田陶器市
日　　時：2021年4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）
場　　所：有田町内各所
お問い合わせ：有田商工会議所　TEL：0955-42-4111
　　　　　　　※第2回Ｗｅｂ有田陶器市も併せて開催いたします。
概　　要：��昨年の有田陶器市は、新型コロナの影響によりやむなく中止となり、おうちで楽しめるＷｅｂ有田陶器市

として開催されました。今年は安心してご来場いただける陶器市を目指し、お客様をお迎えいたします。
昨年に引き続きＷｅｂ有田陶器市も同時開催とのことですので、今年のゴールデンウィークはぜひ有田陶
器市にご来場ください。

◎春の唐津焼展
日　　時：4月29日（木・祝）～5月5日（水・祝）　9：00～18:00�
場　　所：唐津市ふるさと会館アルピノ�
お問い合わせ：唐津焼協同組合　TEL：0955-73-4888�
概　　要：�唐津焼協同組合が主催する唐津焼の展示即売会が、毎年春と秋に、唐津市ふるさと会館アルピノで開催

されます。各窯元の新作・力作が勢揃いし、個性的な作品を一堂にご覧いただけます。「唐津焼」の魅力
に触れてください。

◎第66回中央会通常総会
日　　時：5月20日（木）　15：00～
場　　所：佐賀市　ホテルニューオータニ佐賀
お問い合わせ：佐賀県中小企業団体中央会　TEL：0952-23-4598
概　　要：�中央会の通常総会です。令和2年度の事業・決算報告と令和3年度の事業計画・予算が審議されます。後

日正式にご案内致しますが、会員組合の皆様におかれましてはご出席をよろしくお願い致します。

　組合や組合員企業で行うイベントや行事など、県一円に広く告知したいものがありまし

たら中央会総務部までご一報ください！

　新型コロナウイルスの影響もあって昨年度は
様々なイベントや行事が中止、変更になりまし
た。ワクチン接種が始まり今後どうなるのか気に
なるところですがこれからの1年はいろいろな活
動ができたら良いなと思っています。
　組合では感染予防対策をしながらイベントを

実施されており、私も今月号の記事にある「諸富家具コレクション」に
行ってきました。またこれから実施予定の商店街イベント「まちあそび人
生ゲーム」にも参加します。皆様も「これからの行事・イベント」をチェッ
クして、興味があるものに是非ご参加ください。
　とは言え、おうち時間が増えたこともありこの冬は久しぶりにこたつを
出してぬくぬくと（ダラダラと？）過ごし、我が家の犬もこたつで丸くなっ
ていました。（Ｊ）

編集雑記

※新型コロナの状況に応じて変更や中止等もございますので、詳細は各開催もとにお問い合わせください。

組
合
等

中
央
会
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佐賀県火災共済の“各種共済制度”

〒840-0826 佐賀市白山2-1-12　佐賀商工ビル6F
TEL 0952-24-6984　FAX 0952-24-6907

お問合せ・お申し込みは　佐賀県中小企業団体中央会

佐賀県火災共済協同組合

建物が燃えた

台風で瓦が
飛んだ

土砂崩れで家が
全壊した

歩行者にけが
をさせた

他人の車に
衝突した

けがで就業
不能になった

従業員が
けがをした

事故による休業で
売り上げが減った

＊１（共同元受）佐賀県火災共済共同組合・全日本火災共済協同組合連合会　　＊２（元受団体）全日本火災共済協同組合連合会

に関する共済 事故で搭乗者
がケガをした

病気で入院した

仕事中にけが
をした

料理中にやけど
をした

　総務省の統計によると、平成２９年の総出火件数は３万９，３７３件で、単純計算で
１日につき約１０８件の火災が発生しております（前年対比２，５４２件増加）。また、
平成３０年の西日本豪雨を代表に、近年、甚大な被害をもたらす広域災害が多数発生し、
個人・企業財産の損害リスクに備える共済（保険）の重要性が高まっております。
　火災共済では、火事で家が燃えてしまったときの補償はもちろん、台風で屋根が
飛ばされてしまった場合などの“風災”による損害や、洪水で床上浸水した場合などの
“水害”などの自然災害による損害や、窓を割られて空き巣に入られたときの“盗難”な
どの日常生活における事故も補償します。

火災や自然災害等によって、建物や家財・什器備品等に被害を受け、その損害額が数百万、数千万単位になってしまう事も珍
しくはありません。当組合では、これらの損害リスクを補償する共済をご用意しておりますので、お気軽にお問合せ・ご相談
ください。

『火災共済』
～建物に関するリスクに備える～

建物が燃えてしまった 豪雨による土砂崩れで家が全壊した台風で屋根が飛んだ 水濡れが起きた

今月の
PICK UP!

今月の
PICK UP!

本文書は共済制度の概要について記載した案内文書です。詳細につきましては、組合または取扱代理所へお問い合わせください。
なお、共済金をお支払いできない場合等につきましては普通・総合・新総合火災共済約款、および普通・総合・総合火災共済パンフレットをご覧ください。

２０１９年４月１日以降用

個人・企業の
財産

に関する共済
（建物・家財・設備什器等）

◦火災共済＊1

自動車

◦自動車総合共済
◦自動車事故費用共済

＊2

病気やけが
に関する共済

◦医療総合保障共済
◦傷害総合保障共済
◦生命傷害共済
◦交通事故傷害共済

＊2

＊2

＊2

企業・経営者の備え
に関する共済

◦労働災害補償共済
◦�中小企業者�
総合賠償責任共済
◦所得補償共済
◦休業補償共済
◦休業対応応援共済

＊2

＊2
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組合や組合員企業の商品やサービスを紹介していくコーナーです。

Link  Together ※数珠つなぎの意


